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１ ごあいさつ 

 今月、事務所便り第 46 号を発行させていただきます。 

 朝夕は、肌寒く感じる日も少しずつ増えてきており、 

だいぶ過ごしやすくなってきました。 

 まだ台風が発生して日本列島に近づいてくる予報が出 

ております。今年はこれまでの台風で被害を受けている 

地域もございますので、これ以上被害が出ないことを祈 

るばかりです。 

 今月は、先月河内長野に行った際に撮影した写真をご 

紹介させていただきます。 

 

（写真は、河内長野市にある滝畑ダムです） 

 

 今月発行の事務所便りの内容としましては、税金より 

のピックアップとしまして、印紙税の基礎知識 その 

４、最近の税務関連状況、税金以外のテーマとしまし 

てお酢の効果・効能 その３ を書いております。 

 皆さんのご参考になれば、うれしく思います。 

 

２ 印紙税の基礎知識 その４ 

 今月も引き続き「印紙税」について取り上げることに 

します。 

 今月は「印紙税の節税」の内容についてご説明させて 

いただきます。 

 

（写真は、河内長野市にある滝畑ダムです） 

 

印紙税を節税するポイントとは 

１ 消費税の金額を区分記載する 

条件は下記の２つ 

①  「建物売買契約書」などの第１号文書、「工事請

負契約書」などの第２号文書、「領収書」などの

第 17号文書のいずれかであること。 

②  消費税額が区分記載されていること。 

＊上記の２つの条件に該当している場合には、その消費

税額の金額は記載金額に含めなくていいとされていま

す。 

次ページにその記載例をご紹介いたします。 
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（例）請負契約書（第２号文書）において 

① 請負金額 1080万円 税抜価格 1000万円 

消費税額 80万円 と記載したもの 

② 請負金額 1080万円 うち消費税額 80万円 

と記載したもの  

③ 請負金額 1000万円 消費税額 80万円  

計 1080万円 と記載したもの 

④ 請負金額 1080万円 税抜価格 1000万円 

と記載したもの 

 

 上記①～④の場合は、記載金額 1000万円となり、

印紙税額は 1万円となります。 

 消費税額を区分記載していなかった場合は、記載金額 

1080万円となり、印紙税額は 2万円となり、印紙税

を 1万円多く納めることになってしまいます。 

 ただし、この消費税の特例が適用されるのは、課税文

書の作成者が消費税の課税事業者である場合に限られま

す。消費税の免税事業者が消費税を区分記載しても消費

税込の金額が記載金額となってしまいます。 

 

２ 記載金額を分割する 

 印紙税額一覧表をご覧になっていただくと 

・文書の種類によって記載金額が１万円未満のもの、手

形の場合は記載金額が 10万円未満のものだと非課税

文書になり印紙税額が不要 

となっていることに気づいていただけると思います。 

 印紙税額一覧表は、インターネットで「印紙税額一覧

表」と検索していただくとご覧になっていただけます。 

 

 上記の内容を利用すると印紙税額を少なくすることが

できます。 

 その記載例をご紹介いたします。 

（例）約束手形、為替手形（第３号文書）において 

140万円分の手形を発行する場合 

① 140万円の手形を１枚発行  

→ 印紙税額 400円 

② 7万円の手形を 20枚発行  

→ 印紙税額 0円（記載金額 10万円未満） 

 

 手形以外にも領収書を分割発行する場合にも同様に印

紙税額を節税することができます。 

 

【参考文献】 

・事例でわかる印紙税の実務 田辺直樹著 日本実業出

版社 

・契約書や領収書と印紙税 国税庁発行のリーフレット 

 

（写真は、河内長野市にある観心寺です） 

 

３ 最近の税務関連状況 

 最近の税務関連で新聞等に取り上げられている事項を 

ご紹介しておきます。 

 

税制改正関連  

 日経新聞に「夫婦共働きも税軽減 政府税調 配偶者 

控除見直し検討」、「夫婦控除 18年１月にも 年収上限 

800～1000万円検討」、「所得税、数年かけ改革 配偶者 

控除や基礎控除 再分配探る 政府税調案」、「税額控除 

で所得再分配 所得税改革 11月めど全体像」などの記 

事が掲載されておりました。 

記事の内容は、 

・専業主婦の世帯を優遇する配偶者控除を見直し、共働

き世帯の負担も軽くする「夫婦控除」の創設を軸に検

討する。 

・政府税調は配偶者控除の代わりに、共働き世帯でも控

除を受けられる夫婦控除と呼ばれる仕組みの導入を検

討する。 

 

・政府は所得税改革を実施しても税収が減らないように

する方針だ。 

・政府税調は中低所得者の減税効果が大きくなる税額控

除に切り替える方向で、具体的な制度設計を検討する。 

 

・税額控除方式へいきなり切り替えるのではなく、段階



的に移行する案も検討する。 

・年収に応じて所得控除の額を減らし、税額控除と同じ

効果を持つ新しい仕組みを導入することが軸になる。 

 

などと書かれておりました。 

＊具体的な内容はこれからですので、来月も新しい情報が出

てきましたら、取り上げさせていただきます。 

 

（写真は、観心寺の境内の建物です） 

 

国民年金関連 

日経新聞に「年金強制徴収を拡大 所得 300万円以上 

に 納付率上げ」の記事が掲載されておりました。 

記事の内容は、 

・厚生労働省と日本年金機構は、国民年金保険料の強制

徴収の対象を広げる。 

・年金機構では、強制徴収を実施する基準を課税所得

350万円（かつ未納月数 7カ月以上）から 300万円

（かつ未納月数 13カ月以上）に引き下げる。 

 

・新基準に当てはまる人は強制徴収される可能性があ

る。 

・対象者は現在 27万人程度だが、約 9万人が加わる見

通しだ。 

 

・まず「最終督促状」という書面を送り、応じない場合

に督促状を送る。その後に年金機構の職員が銀行口座

や有価証券、自動車などの財産を調査し、売却できな

いよう差し押さえる仕組みだ。 

 

などと書かれておりました。 

＊強制徴収をする基準の引下げはこれからもされていくこと

になるのでしょう。強制徴収に頼るのではなく、自主的に

納付したくなる制度の見直しも実施していただきたいもの

です。 

 

相続税関連 

日経新聞に「相続税の評価、株も優遇を」の記事が掲

載されておりました。 

記事の内容は、 

・日本証券業協会は、2017年度の税制改正要望を取り

まとめて発表した。 

・上場株の相続税の評価方法を現在の時価（100％）か

ら９割程度に下げ、不動産のように優遇措置を受けら

れるよう求めた。 

 

・未成年者向けの少額投資非課税制度（ジュニアＮＩＳ

Ａ）の引出制限緩和なども併せて求めている。 

・個人の金融資産を貯蓄から投資へ回す流れを推し進め

る考えだ。 

 

・株の相続税は原則、株保有者が死亡した日の時価で算

出する。納税日までに株価が下落しても死亡日の時価

評価で納税する必要があり、資産価格の下落リスクを

抱える。 

・納税のため結局は株の売却を迫られるケースも多く、

株離れにつながっているとの見方が多い。 

 

などと書かれておりました。 

 

＊税制改正の要望ですので、この通りに税制改正されるのか

どうかは現時点では分かりません。税制改正に取り上げら

れましたら、取り上げさせていただきます。 

 

（写真は、観心寺に設置されている楠木正成公の像です） 



４ お酢の効果・効能 その３  

「食」「健康」「ストレス緩和」「癒し」に関連したテーマ

について毎回書いていくことにしております。 

 今回も前回に引き続き、お酢の効果・効能についてご

紹介させていただきます。前回までに取り上げていない

内容についてご紹介させていただきます。 

 

美肌サポート効果 

 参考文献には 

・お酢の成分は、ドロドロ血液をサラサラにしてくれる

と言われています 

・老廃物の排出も促進されるので美肌に近づく効果が期

待できる 

 

・便通のサポート効果により、体内の毒素が排出される

と、肌荒れ防止効果も期待できる 

 

などと書かれています。 

 

殺菌作用 

参考文献には 

・お酢の殺菌作用は、お酢の成分である酢酸の働きによ

るものと言われています 

・食中毒の原因になる菌や、水虫のもとになる白癬（ハ

クセン）菌にまでその効果は期待できるといわれてい

ます。 

 

などと書かれています。 

 

殺菌作用を活かすには 

 上記の殺菌作用を活かすために 

参考文献には 

・野菜などの殺菌 

 野菜や果物を 5～20倍に薄めたお酢に 10～15分つけ 

ておくことで、表面に付着した病原菌への対策になる  

と言われています。 

 

・まな板の除菌 

 まな板をお酢の原液で拭いたり、漬けたりしておくと、

除菌消臭効果が期待できると言われています。生魚を

扱うお寿司屋さんなどで昔から行われている除菌方法

です。 

・酢を入れて足湯 

 大きめの洗面器かバケツにお酢をお湯で 5～10倍程度

に希釈して入れ、足湯をすると、足の匂いのケアにな

ると言われています。 

 20～30分程度浸すこと、毎日行うと良いそうです。 

 

などと書かれています。 

 

３回にわたってお酢の効果・効能についてご紹介させ

ていただきました。日常の生活にうまくお酢を取り入れ

るきっかけになっていただければうれしく思います。 

 

【参考文献】 

・お酢の効果がすごい！５大効果をご紹介♪ダイエット

にも。（WEBサイト） 

・タマノイ酢（株） お酢の効果・効能（WEBサイト） 

 

５ 編集後記 

 ７月末に事務所の近所の神社の夏祭りで金魚すくいを

したのがきっかけで、事務所に水槽を置いて金魚を飼う

ことになりました。 

 それから金魚を飼うことに興味を持ってしまい、水槽

を大きな水槽に代えて、金魚も数を増やして飼っており

ます。以前の小さな水槽には、メダカを入れて飼ってお

ります。 

 普段が事務所でのデスクワークに疲れた時に水槽で金

魚たちが泳いでいるのを眺めて癒されております。 

 

 

 

今月も最後までお読みいただきありがとうございまし

た。 


